
 

流山市こども会議実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、こどもたちがこどもに関する施策や事業等について話し合い、市に対して政

策提言を行う「流山市こども会議（以下、「こども会議」という。）」について、基本的な事項

を定めるものとする。 

（事業内容） 

第２条 こども会議は、次の事業を行う。 

（１） 市のこどもに関する施策や事業等について、自主的に課題を決定し、当該課題についてこ

どもたちが意見交換を行うこと。 

（２） 前号に掲げる意見交換の結果を、市に対して報告すること。 

（３） その他、市長が必要と認める事項。 

（構成員） 

第３条 こども会議は、流山市内に在住または在学する、原則小学生から中学生のこどもで構成す

る。 

（ファシリテーター） 

第４条 市は、こども会議の進行補助としてファシリテーターを置くことができる。 

（会議） 

第５条 こども会議は、市が必要に応じて開催する。 

 （構成員以外の出席） 

第６条 こども会議は、特に必要があると認められるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見

を聞くことができる。 

（市による支援） 

第７条 市は、こども会議の開催に当たり、次の各号に掲げる支援を行うものとする。 

(１) こども会議の開催及び運営等に必要な情報の提供 

(２) こども会議へのこどもの参加及び会議の円滑な促進 

(３) その他、こども会議の運営のために必要と認められる事項 

（庶務） 

第８条 こども会議の庶務は、市子ども家庭部子ども家庭課において処理する。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、こども会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。 



 

附 則 

この告示は、令和７年４月１８日から施行する。 


